
 

１．件名：高浜３，４号機の特定重大事故等対処施設の工事計画に係る事業者面談 

 

２．日時： 令和２年１０月１２日 １３時３０分～１５時００分 

 

３．場所： 原子力規制庁 原子力規制庁内会議室 

 

４．出席 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

岩田安全管理調査官、担当者４名 

（実用炉監視部門） 

高須統括監視指導官 

（専門検査部門） 

上田企画調査官、吉野企画調査官、担当者１名 

 

関西電力株式会社：担当者１０名 

 

５．要旨 

（１）関西電力株式会社から、高浜３及び４号機の特定重大事故等対処施設に係る工事の

進捗状況等について、提出資料に基づき、説明を受けた。 

 

（２）原子力規制庁から、法令上の整理等を十分に検討した上で、必要な手続きを行うよ

う、伝えた。 

 

（３）関西電力から、了解した旨の回答があった。 

 

なお、事業者から対面での面談開催の希望があったため、「新型コロナウィルス感染症対

策に係る原子力規制委員会の対応の一部変更について」（令和 2年 6月 24日 第 12回原

子力規制委員会配付資料）に基づき、対面で実施した。 

 

６．その他 

提出資料： 

・高浜発電所 特定重大事故等対処施設における工事の進捗状況について（※非公

開） 

 

※ 提出資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第５条に定める不開示情

報を含むため、平成２９年４月２６日原子力規制委員会「特定重大事故等対処施設

に係る工事計画の審査の進め方について」を踏まえ、非公開とします。 

 

以上 


